
議第１５７号 

   呉市水道事業給水条例及び呉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市水道事業給水条例及び呉市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市水道事業給水条例及び呉市下水道条例の一部を改正する条例 

 （呉市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 呉市水道事業給水条例（昭和３５年呉市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（料金） （料金） 

第３１条 料金は，次の表により算定した基本料金及び従量料金の

合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。この場合にお

いて，１円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨てる。 

第３１条 料金は，次の表により算定した基本料金及び従量料金の

合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。この場合にお

いて，１円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨てる。 

 用 

途 

基本料金

（１月につ

き） 

従量料金（１立方メートルにつき）   

 

 

用

途 

基本料金

（１月につ

き） 

従量料金（１立方メートルにつき）  

 メー

タの

口径 

料金 １立

方メ

ート

ル以

上10

立方

メー

トル

まで 

10立

方メ

ート

ルを

超え

20立

方メ

ート

ルま

で 

20立

方メ

ート

ルを

超え

30立

方メ

ート

ルま

で 

30立

方メ

ート

ルを

超え

50立

方メ

ート

ルま

で 

50立

方メ

ート

ルを

超え

100立

方メ

ート

ルま

で 

100立

方メ

ート

ルを

超え

500立

方メ

ート

ルま

で 

500立

方メ

ート

ルを

超え

る部

分 

  メー

タの

口径 

料金 １立

方メ

ート

ル以

上10

立方

メー

トル

まで 

10立

方メ

ート

ルを

超え

20立

方メ

ート

ルま

で 

20立

方メ

ート

ルを

超え

30立

方メ

ート

ルま

で 

30立

方メ

ート

ルを

超え

50立

方メ

ート

ルま

で 

50立

方メ

ート

ルを

超え

100立

方メ

ート

ルま

で 

100立

方メ

ート

ルを

超え

500立

方メ

ート

ルま

で 

500立

方メ

ート

ルを

超え

る部

分 

 

 一 13ミ 1,140 22円 241円 274円 285円 300円 306円 312円   一 13ミ 1,140 46円 225円 293円 304円 319円 324円 330円  



般

用 

リメ

ート

ル 

円  般

用 

 

 

 

リメ

ート

ル 

円 

 20ミ

リメ

ート

ル 

1,180

円 

        

 

 20ミ

リメ

ート

ル 

1,260

円 

        

 25ミ

リメ

ート

ル 

1,230

円 

  25ミ

リメ

ート

ル 

1,330

円 

        

 40ミ

リメ

ート

ル 

5,040

円 

175円  

 

 40ミ

リメ

ート

ル 

5,400

円 

199円        

 

 

 

 

50ミ

リメ

ート

ル 

16,400

円 

 

 

 

 
50ミ

リメ

ート

ル 

17,600

円 

 75ミ

リメ

ート

ル 

37,800

円 

 

 

 

 
75ミ

リメ

ート

ル 

40,300

円 

 100

ミリ

メー

73,400

円 

 

 

 

 

 

 

100

ミリ

メー

78,300

円 



トル トル 

  150

ミリ

メー

トル 

195,50

0円 

        

 

 

 

 

 

 150

ミリ

メー

トル 

208,40

0円 

        

 200

ミリ

メー

トル

以上 

382,50

0円 

 

 
200

ミリ

メー

トル

以上 

407,70

0円 

 

  略    略  

 臨時用 6,170

円 

43円 634円   

 
臨時用 6,570

円 

67円 675円  

備考 略 

（夜間給水料金） 

第３１条の２ 管理者の指定する自記記録メータを設置する者が，

当該自記記録メータを経て午後９時から翌日午前５時までの間

において受水する水量に対する１月当たりの料金は，前条の規定

にかかわらず，次に掲げる料率で算定した額の合計額に１００分

の１１０を乗じて得た金額とする。この場合において，１円未満

の端数が生じたときは，その端数金額を切り捨てるものとする。 

(1) ８，０００立方メートルまでは，１立方メートルにつき ２ 

 ４０円 

(2) ８，０００立方メートルを超える部分については，１立方メ

ートルにつき ３１２円 

２ 略 

備考 略 

（夜間給水料金） 

第３１条の２ 管理者の指定する自記記録メータを設置する者が，

当該自記記録メータを経て午後９時から翌日午前５時までの間 

において受水する水量に対する１月当たりの料金は，前条の規定

にかかわらず，次に掲げる料率で算定した額の合計額に１００分

の１１０を乗じて得た金額とする。この場合において，１円未満

の端数が生じたときは，その端数金額を切り捨てるものとする。 

(1) ８，０００立方メートルまでは，１立方メートルにつき ２ 

５５円 

(2) ８，０００立方メートルを超える部分については，１立方メ

ートルにつき ３３０円 

２ 略   



（呉市下水道条例の一部改正） 

第２条 呉市下水道条例（昭和３７年呉市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（使用料の算定方法） （使用料の算定方法） 

第２６条 １月当たりの使用料の額は，使用者が排除した汚水の

量（以下「排除汚水量」という。）に応じ，次の表に定める基本

使用料と従量使用料との合計額に１００分の１１０を乗じて得

た金額とする。この場合において，１円未満の端数が生じたと

きは，その端数金額を切り捨てるものとする。 

第２６条 １月当たりの使用料の額は，使用者が排除した汚水の

量（以下「排除汚水量」という。）に応じ，次の表に定める基本

使用料と従量使用料との合計額に１００分の１１０を乗じて得

た金額とする。この場合において，１円未満の端数が生じたと

きは，その端数金額を切り捨てるものとする。 

 用途 基本使用

料 

（１世帯

又は１事

業所１月

につき） 

従量使用料（１立方メートルにつき）   用途 基本使用

料 

（１世帯

又は１事

業所１月

につき） 

従量使用料（１立方メートルにつき）  

排除汚水量 排除汚水量  

 金額 １立

方メ

ート

ル以

上10

立方

メー

トル

まで 

10立

方メ

ート

ルを

超え

20立

方メ

ート

ルま

で 

20立

方メ

ート

ルを

超え

30立

方メ

ート

ルま

で 

30立

方メ

ート

ルを

超え

50立

方メ

ート

ルま

で 

50立

方メ

ート

ルを

超え

100立

方メ

ート

ルま

で 

100立

方メ

ート

ルを

超え

500立

方メ

ート

ルま

で 

500立

方メ

ート

ルを

超え

る部

分 

  金額 １立

方メ

ート

ル以

上10

立方

メー

トル

まで 

10立

方メ

ート

ルを

超え

20立

方メ

ート

ルま

で 

20立

方メ

ート

ルを

超え

30立

方メ

ート

ルま

で 

30立

方メ

ート

ルを

超え

50立

方メ

ート

ルま

で 

50立

方メ

ート

ルを

超え

100立

方メ

ート

ルま

で 

100立

方メ

ート

ルを

超え

500立

方メ

ート

ルま

で 

500立

方メ

ート

ルを

超え

る部

分 

 

 



 一般用 

（市の

区 域

内） 

1,180円 17円 219円 241円 285円 318円 340円 361円   一般用 

（市の

区 域

内） 

1,180円 37円 214円 260円 303円 336円 358円 379円  

  略    略  

 一般用 

（市の

区 域

外。公

共下水

道に限

る。） 

1,770円 26円 329円 362円 428円 477円 510円 542円   一般用 

（市の

区 域

外。公

共下水

道に限

る。） 

1,770円 56円 321円 390円 455円 504円 537円 569円  

２ 略 ２ 略 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の呉市水道事業給水条例第３１条及び第３１条の２第１項の規定は，この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の使用水量に係る料金から適用し，施行日前の使用水量に係る料金については，なお従前の例

による。 

３ 前項の場合において，施行日以後に徴収する料金のうち，その額の算定の基礎となる使用水量の使用期間が施行日前にま

たがるものについては，当該使用水量を各日均等に使用したものとみなし，日割計算によりその額を算定する。 

４ 第２条の規定による改正後の呉市下水道条例第２６条第１項の規定は，施行日以後の排除汚水量（同項に規定する排除汚

水量をいう。以下この項及び次項において同じ。）に係る使用料について適用し，施行日前の排除汚水量に係る使用料につ

いては，なお従前の例による。 

５ 前項の場合において，施行日以後に徴収する使用料のうち，その額の算定の基礎となる排除汚水量の使用期間が施行日前



にまたがるものについては，当該排除汚水量を各日均等に排除したものとみなし，日割計算によりその額を算定する。 

 （上下水道事業管理者への委任） 

６ 付則第２項から前項までに定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な経過措置は，上下水道事業管理者が別に定め

る。 

 

 

 

（提案理由） 

 水道料金及び下水道使用料の額の改定をするため，この条例案を提出する。 


